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議第19号 

 

令和4年度大垣市一般会計補正予算 (第8号) 

 

 令和 4年度大垣市の一般会計補正予算 (第 8号 )は、次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算の補正 ) 

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,284,700千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 68,755,500千円とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第1表  歳入歳出予算補正｣による。 

(債務負担行為の補正 ) 

第 2条 債務負担行為の追加は、｢第2表 債務負担行為補正｣による。 

(地方債の補正) 

第 3条 地方債の変更は、｢第3表 地方債補正｣による。 

 (繰越明許費) 

第 4条  地方自治法第 213条第 1項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、｢第4表 繰越明許費｣による。  

 

令和5年3月6日提出 

大垣市長   石  田   仁 
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　　　歳　　　入
(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 計

11. 地 方 交 付 税 3,800,000 1,494,000 5,294,000

1. 地 方 交 付 税 3,800,000 1,494,000 5,294,000

15. 国 庫 支 出 金 10,051,749 246,250 10,297,999

2. 国 庫 補 助 金 3,469,801 246,250 3,716,051

16. 県 支 出 金 4,373,954 600 4,374,554

2. 県 補 助 金 1,402,447 600 1,403,047

18. 寄 附 金 1,290,660 △14,550 1,276,110

1. 寄 附 金 1,290,660 △14,550 1,276,110

19. 繰 入 金 2,065,810 26,700 2,092,510

1. 繰 入 金 2,065,810 26,700 2,092,510

20. 繰 越 金 2,685,300 2,066,700 4,752,000

1. 繰 越 金 2,685,300 2,066,700 4,752,000

22. 市 債 2,946,900 465,000 3,411,900

1. 市 債 2,946,900 465,000 3,411,900

64,470,800 4,284,700 68,755,500

　第１表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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　　　歳　　　出
(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 計

2. 総 務 費 7,729,860 3,209,200 10,939,060

1. 総 務 管 理 費 5,968,900 3,209,200 9,178,100

3. 民 生 費 23,590,100 22,750 23,612,850

3. 児 童 福 祉 費 10,033,430 20,950 10,054,380

7. 繰 出 金 3,808,790 1,800 3,810,590

6. 農 林 水 産 業 費 955,780 10,400 966,180

4. 土 地 改 良 費 575,500 10,400 585,900

8. 土 木 費 5,457,240 △7,350 5,449,890

4. 都 市 計 画 費 2,125,630 △7,350 2,118,280

10. 教 育 費 6,661,490 1,049,700 7,711,190

1. 教 育 総 務 費 909,030 26,400 935,430

2. 小 学 校 費 978,050 343,600 1,321,650

3. 中 学 校 費 586,520 678,300 1,264,820

6. 保 健 体 育 費 1,797,880 1,400 1,799,280

64,470,800 4,284,700 68,755,500歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

款 項
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　第２表　　債 務 負 担 行 為 補 正

(単位：千円)

限 度 額

江 東 小 学 校 屋 内 運 動 場 改 築 事 業 令和５年度～令 和６ 年度 633,900

期 間事 項
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　第３表　　地 方 債 補 正

(単位：千円)

補　　正　　前 補　　正　　後

か ん が い 排 水 事 業 24,700 26,600

た め 池 防 災 対 策 事 業 5,000 7,700

中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業 7,200 10,600

道 路 整 備 事 業 531,800 553,400

学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 118,500 823,900

臨 時 財 政 対 策 債 1,100,000 830,000

2,946,900 3,411,900計

起 債 の 目 的
限　　度　　額
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(単位：千円)

款 項 事　　　業　　　名 金 額

3. 民 生 費 3. 児 童 福 祉 費
民間保育所等通園バス安全装置
導 入 支 援 事 業 補 助 金

2,750

8. 土 木 費 3. 河 川 水 路 費 主 要 幹 線 排 水 路 改 良 事 業 2,400

10. 教 育 費 2. 小 学 校 費
小学校新型コロナウイルス
感 染 症 予 防 事 業

5,600

小学校グラウンド改修事業 105,000

小学校屋内運動場改築事業 233,000

3. 中 学 校 費
中学校新型コロナウイルス
感 染 症 予 防 事 業

3,000

中 学 校 外 壁 改 修 事 業 165,300

中学校グラウンド改修事業 274,000

上石津義務教育学校整備事業 236,000

　第４表　　繰 越 明 許 費
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１　歳　入
(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 地方交付税 3,800,000 1,494,000 5,294,000  1. 地方交付税 1,494,000

普通交付税                           

計 3,800,000 1,494,000 5,294,000

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 総務費国庫 990,406 5,000 995,406  1. 総務管理費 5,000 累 計 955,000

補助金．． デジタル田園都市国家構想推進交付金事 

業費                                 

　　   10,000×1／2

 2. 民生費国庫 1,150,917 2,750 1,153,667  2. 児童福祉費 2,750 累 計 277,040

補助金．． 保育環境改善等事業費                 

     　 2,750×10／10

 5. 教育費国庫 87,664 238,500 326,164  1. 小 学 校 費 59,900 累 計 67,009

補助金．． 学校保健特別対策事業費 2,800

　学校教育活動体制整備事業費

     　 5,600×1／2

学校施設整備費 57,100

　屋外教育環境

　　   58,500×1／3　 　 19,500

　屋内運動場

　　  112,800×1／3　 　 37,600

 2. 中 学 校 費 178,600 累 計 189,790

学校保健特別対策事業費 1,500

　学校教育活動体制整備事業費

     　 3,000×1／2

学校施設整備費 177,100

　防災機能強化

　　  165,300×1／3　 　 55,100

　屋外教育環境

　　  120,000×1／3　 　 40,000

　学校統合改修

　　  164,000×1／2　 　 82,000

計 3,469,801 246,250 3,716,051

令和４年度 大垣市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 総務費県補 7,271 600 7,871  1. 総務管理費 600 累 計 5,050

助金．．． 清流の国ぎふＳＤＧｓ推進ネットワーク 

連携促進事業費             

     　 1,200×1／2

計 1,402,447 600 1,403,047

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 総務費寄附 1,233,200 15,500 1,248,700  1. 総務管理費 15,500

金．．．．

 3. 土木費寄附 48,460 △45,450 3,010  2. 都市計画費 △48,450 累 計 0

金．．．．

 3. 土木管理費 3,000

 4. 教育費寄附 7,100 14,360 21,460  1. 小 学 校 費 1,000 累 計 3,500

金．．．．

 2. 中 学 校 費 12,500 累 計 15,000

 3. 社会教育費 860 累 計 2,960

 5. 衛生費寄附 - 1,040 1,040  1. 保健衛生費 1,040

金．．．．

計 1,290,660 △14,550 1,276,110

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 繰入金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 基金繰入金 2,065,810 25,000 2,090,810 12. 養老線支援 25,000

基金繰入金

 2. 特別会計繰 - 1,700 1,700  1. 物品調達会 1,700

入金．．． 計繰入金．

計 2,065,810 26,700 2,092,510

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 繰 越 金 2,685,300 2,066,700 4,752,000  1. 繰 越 金 2,066,700

計 2,685,300 2,066,700 4,752,000

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 5. 農林水産業 75,100 8,000 83,100  2. 土地改良債 8,000 累 計 79,100

債．．．． かんがい排水事業債 1,900

ため池防災対策事業債 2,700

中山間地域総合整備事業債 3,400

 6. 土 木 債 944,000 21,600 965,600  2. 都市計画債 21,600 累 計 281,800

道路整備事業債                       

 7. 教 育 債 434,500 705,400 1,139,900  1. 教 育 債 705,400

学校教育施設整備事業債               

 8. 臨時財政対 1,100,000 △270,000 830,000  1. 臨時財政対 △270,000

策債．．． 策債．．． 臨時財政対策債                       

計 2,946,900 465,000 3,411,900

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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２　歳　出
(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 1. 一般管理費 997,710 76,300  3. 職員手当 76,300 累 計 577,660

等．．． 退職手当         

 4. 財産管理費 865,890 1,000,000 24. 積 立 金 1,000,000 累 計 1,000,340

公共施設整備基金 

積立金           

 5. 電算管理費 306,250 -

 6. 広 報 費 130,630 -

 7. 企 画 費 1,574,590 32,900 24. 積 立 金 32,900 累 計 1,013,680

水都大垣ふるさと 

応援基金積立金   

 8. 情報化推進 75,280 -

費．．．．

17. 諸 費 856,200 2,100,000 24. 積 立 金 2,100,000 累 計 2,106,200

財政調整基金積立 

金 1,600,000

減債基金積立金

500,000

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

1,074,010 国県支出金

-

地方債

-

その他

-

76,300

1,865,890 国県支出金

-

地方債

-

その他

-

1,000,000

306,250 国県支出金

100

地方債

-

その他

-

△100

130,630 国県支出金

300

地方債

-

その他

-

△300

1,607,490 国県支出金

300

地方債

-

その他

32,900

△300

75,280 国県支出金

4,900

地方債

-

その他

-

△4,900

2,956,200 国県支出金

-

地方債

-

その他

-

2,100,000
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(単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

5,968,900 3,209,200

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 8. 保育施設費 44,630 2,750 18. 負担金補 2,750 累 計 13,280

助及び交 民間保育所等通園 

付金．． バス安全装置導入 

支援事業補助金   

10. 子ども・母 1,032,400 18,200 19. 扶 助 費 18,200 累 計 996,700

子家庭等医 子ども医療扶助費 

療費．．．

10,033,430 20,950

(款) 3. 民生費

(項) 7. 繰出金 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 3. 介護保険費 2,193,330 1,800 27. 繰 出 金 1,800

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

9,178,100計 国県支出金

5,600

地方債

-

その他

32,900

3,170,700

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

47,380 国県支出金

2,750

地方債

-

その他

-

-

1,050,600 国県支出金

-

地方債

-

その他

-

18,200

10,054,380計 国県支出金

2,750

地方債

-

その他

-

18,200

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

2,195,130 国県支出金

-

地方債

-

その他

-

1,800
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(単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

3,808,790 1,800

(款) 6. 農林水産業費

(項) 4. 土地改良費 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 3. 土地改良施 437,820 10,400 18. 負担金補 10,400 累 計 126,670

設整備費． 助及び交 県営かんがい排水 

付金．． 事業負担金 3,050

県営ため池防災対 

策事業負担金2,700

県営中山間地域総 

合整備事業負担金

4,650

575,500 10,400

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 3. 公共交通対 481,430 △23,450 18. 負担金補 25,000 累 計 407,667

策費．．． 助及び交 養老鉄道支援負担 

付金．． 金               

24. 積 立 金 △48,450 累 計 920

養老線支援基金積 

立金             

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

3,810,590計 国県支出金

-

地方債

-

その他

-

1,800

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

448,220 国県支出金

-

地方債

8,000

その他

-

2,400

585,900計 国県支出金

-

地方債

8,000

その他

-

2,400

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

457,980 国県支出金

-

地方債

-

その他

△23,450

-
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(単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 5. 市街地整備 107,370 △6,000 12. 委 託 料 △6,000 累 計 900

費．．．． 郭町東西街区土地 

区画整理事業支援 

委託料           

10. 街路事業費 174,110 22,100 14. 工事請負 △5,600 累 計 51,000

費．．．

18. 負担金補 27,700 累 計 46,749

助及び交 県施行街路事業負 

付金．． 担金             

2,125,630 △7,350

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 2. 事 務 局 費 358,580 26,400  3. 職員手当 26,400 累 計 180,750

等．．． 退職手当         

909,030 26,400

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

101,370 国県支出金

-

地方債

-

その他

-

△6,000

196,210 国県支出金

-

地方債

21,600

その他

-

500

2,118,280計 国県支出金

-

地方債

21,600

その他

△23,450

△5,500

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

384,980 国県支出金

-

地方債

-

その他

-

26,400

935,430計 国県支出金

-

地方債

-

その他

-

26,400
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(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 1. 学校管理費 745,730 5,600 17. 備品購入 5,600 累 計 58,710

費．．． 校用器具費       

 3. 学校営繕費 152,600 105,000 14. 工事請負 105,000 累 計 226,600

費．．．

 4. 学校建設費 61,900 233,000 12. 委 託 料 200 累 計 62,100

引越業務委託料   

13. 使用料及 7,800

び賃借料 建物借上料 外    

14. 工事請負 225,000

費．．．

978,050 343,600

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 1. 学校管理費 476,560 3,000 17. 備品購入 3,000 累 計 41,080

費．．． 校用器具費       

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

751,330 国県支出金

2,800

地方債

-

その他

-

2,800

257,600 国県支出金

19,500

地方債

82,900

その他

-

2,600

294,900 国県支出金

37,600

地方債

181,300

その他

-

14,100

1,321,650計 国県支出金

59,900

地方債

264,200

その他

-

19,500

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

479,560 国県支出金

1,500

地方債

-

その他

-

1,500
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(単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 3. 学校営繕費 82,700 675,300 10. 需 用 費 100 累 計 8,000

消耗品費         

12. 委 託 料 5,700 累 計 12,000

引越業務委託料 外

14. 工事請負 648,900 累 計 715,400

費．．．

17. 備品購入 20,600

費．．． 初度備品購入費   

586,520 678,300

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 6. 学校給食費 1,121,370 1,400 21. 補償補塡 1,400

及び賠償 学校臨時休業対策 

金．．． 学校給食費       

1,797,880 1,400

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

758,000 国県支出金

177,100

地方債

441,200

その他

1,000

56,000

1,264,820計 国県支出金

178,600

地方債

441,200

その他

1,000

57,500

補正額の財源内訳

その他

節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額

1,400

1,799,280計 国県支出金

-

1,122,770 国県支出金

-

地方債

-

地方債

-

その他

-

1,400

-
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１．一  般  職
（１）総　　括

報 酬 給 料 職員手当 計

千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,440   1,201,810  4,630,680  3,266,790  9,099,280  1,685,390  10,784,670 

2,440   1,201,810  4,630,680  3,164,090  8,996,580  1,685,390  10,681,970 

0 0 0 102,700 102,700 0 102,700 

千円 千円 千円 千円 千円 千円

134,790    50,630     80,440     48,210     504,170    6,400      

134,790    50,630     80,440     48,210     504,170    6,400      

0 0 0 0 0 0 

千円 千円 千円

57,640     1,762,170  502,540    

57,640     1,762,170  399,840    

0 0 102,700 

給 与 費 明 細 書

補 正 後
人

区　　分 職 員 数
給　　　　与　　　　費

共 済 費 合 計

補 正 前

比　　較

職

員

手

当

の

内

訳

区 分 扶養手当

比 較 0 

補 正 後
千円

119,130     

補 正 前 670         

比 較 0 

特殊勤務
手 当

時間外勤務
手　　　当

宿日直手当地域手当

補 正 前 119,130     

退職手当

補 正 後
千円

670         

住居手当 通勤手当

管理職手当区 分
管理職員特
別勤務手当

期末勤勉
手 当
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(単位：千円)

期　間 金　　額 期　間 金　　額

年度 年度 国県支出金

98,700    

 地方債

403,200   

 その他

15,000    

特定財源 一般財源

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書。。。

事 項 限　度　額 支出予定額

前年度末までの 当 該 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳

支出（見込）額 の 支 出 予 定 額

117,000   - 5～6
江東小学校屋内運動場改
築事業

633,900   633,900   -         633,900   
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（単位：千円）

1,806,600        2,541,600        39,527,333       40,262,333       

公 共 事 業 等 201,600          206,300          3,441,501        3,446,201        

-                121,300          745,545          866,845          

学 校 教 育 97,500           693,400          4,645,154        5,241,054        

一 般 単 独 1,327,700        1,340,800        13,725,599       13,738,699       

1,100,000        830,000          24,823,461       24,553,461       

2,946,900        3,411,900        65,119,021       65,584,021       合 計

区 分

１. 普 通 債

（1）

防 災 ・ 減 災 ・
国 土 強 靱 化

（2）

（9）

５．臨 時 財 政 対 策 債

（4）

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額

補 正 前 補 正 後 補 正 前 補 正 後
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議第20号 

 

令和4年度大垣市物品調達会計補正予算 (第1号) 

 

 令和4年度大垣市の物品調達会計補正予算 (第1号)は、次に定めるところによ

る。 

(歳入歳出予算の補正 ) 

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,700千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,600千円とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第1表  歳入歳出予算補正｣による。 

 

令和5年3月6日提出 

大垣市長   石  田   仁 
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　　　歳　　　入
(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 計

1. 物 品 調 達 収 入 7,900 700 8,600

1. 物 品 調 達 収 入 7,900 700 8,600

2. 繰 越 金 - 1,000 1,000

1. 繰 越 金 - 1,000 1,000

7,900 1,700 9,600

　　　歳　　　出
(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 計

2. 諸 支 出 金 - 1,700 1,700

1. 一 般 会 計 繰 出 金 - 1,700 1,700

7,900 1,700 9,600歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

　第１表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

款 項
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１　歳　入
(款) 1. 物品調達収入

(項) 1. 物品調達収入 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 物品調達収 7,900 700 8,600  1. 物品調達収 700

入．．．． 入．．．．

計 7,900 700 8,600

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 繰 越 金 - 1,000 1,000  1. 繰 越 金 1,000

計 - 1,000 1,000

令和４年度 大垣市物品調達会計歳入歳出補正予算事項別明細書

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

２　歳　出
(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 一般会計繰出金 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 1. 一般会計繰 - 1,700 27. 繰 出 金 1,700

出金．．．

- 1,700

節

目 計
区   分 金   額

計 1,700 調達収入

補正額の財源内訳

1,000

700

繰越金

繰越金

1,000

1,700 調達収入

700
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議第21号 

 

令和4年度大垣市介護保険事業会計補正予算 (第2号) 

 

 令和4年度大垣市の介護保険事業会計補正予算(第 2号)は、次に定めるところ

による。 

(歳入歳出予算の補正 ) 

第 1条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 14,000千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,806,500千円とする。  

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第1表  歳入歳出予算補正｣による。 

 

令和5年3月6日提出 

大垣市長   石  田   仁 
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　　　歳　　　入
(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 計

3. 国 庫 支 出 金 3,348,850 3,400 3,352,250

2. 国 庫 補 助 金 821,170 3,400 824,570

4. 支 払 基 金 交 付 金 3,804,990 3,700 3,808,690

1. 支 払 基 金 交 付 金 3,804,990 3,700 3,808,690

5. 県 支 出 金 2,023,300 1,800 2,025,100

2. 県 補 助 金 77,410 1,800 79,210

6. 繰 入 金 2,193,330 1,800 2,195,130

1. 一 般 会 計 繰 入 金 2,193,330 1,800 2,195,130

7. 繰 越 金 337,820 3,300 341,120

1. 繰 越 金 337,820 3,300 341,120

14,792,500 14,000 14,806,500

　　　歳　　　出
(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 計

3. 地 域 支 援 事 業 費 517,670 14,000 531,670

1.
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援
サ ー ビ ス 事 業 費

320,490 14,000 334,490

14,792,500 14,000 14,806,500歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

　第１表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

款 項
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１　歳　入
(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 2. 地域支援事 153,140 3,400 156,540  1. 現 年 度 分 3,400 累 計 156,530

業交付金．

計 821,170 3,400 824,570

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 2. 地域支援事 88,490 3,700 92,190  1. 現 年 度 分 3,700 累 計 92,180

業支援交付

金．．．．

計 3,804,990 3,700 3,808,690

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 地域支援事 77,410 1,800 79,210  1. 現 年 度 分 1,800 累 計 79,200

業交付金．

計 77,410 1,800 79,210

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 2. 地域支援事 77,400 1,800 79,200  1. 地域支援事 1,800

業繰入金． 業繰入金．

計 2,193,330 1,800 2,195,130

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 繰 越 金 337,820 3,300 341,120  1. 繰 越 金 3,300

計 337,820 3,300 341,120

令和４年度 大垣市介護保険事業会計歳入歳出補正予算事項別明細書

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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２　歳　出
(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 1. 介護予防・ 320,490 14,000 18. 負担金補 14,000 累 計 297,169

生活支援サ 助及び交 通所型サービス費 

ービス事業 付金．．

費．．．．

320,490 14,000

1,800

その他

7,000

計 保険料

-

国県支出金

5,200

繰入金

5,200

繰入金

1,800

その他

7,000

334,490

334,490 保険料

-

国県支出金

補正額の財源内訳

節

目 計
区   分 金   額
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議第22号 

 

令和4年度大垣市水道事業会計補正予算 (第4号) 

 

(総 則) 

第 1条  令和 4年度水道事業会計の補正予算 (第 4号 )は、次に定めるところによ

る。 

(業務の予定量 ) 

第 2条  令和 4年度大垣市水道事業会計予算 (以下｢予算｣という。 )第 2条に定め

た業務の予定量のうち、(4)主要な建設改良事業｢イ 興福地町、寺内町ほか

配水管布設替事業 701,000千円｣を｢イ  興福地町、寺内町ほか配水管布設替

事業635,000千円｣に改める。 

(収益的収入及び支出 ) 

第 3条  予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

収          入 

(科   目) (既決予定額 ) (補正予定額 ) (  計   ) 

第1款 水道事業収益  2,365,000 千円 △37,800 千円 2,327,200 千円 

第2項 営 業 外 収 益 956,700 千円 △37,800 千円 918,900 千円 

支          出 

(科   目) (既決予定額 ) (補正予定額 ) (  計   ) 

第1款 水道事業費用  2,066,000 千円 △11,400 千円 2,054,600 千円 

第1項 営 業 費 用 1,949,200 千円 △36,400 千円 1,912,800 千円 

第2項 営 業 外 費 用 116,300 千円 25,000 千円 141,300 千円 

(資本的収入及び支出 ) 

第 4条  予算第 4条本文括弧書中｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額 1,247,000千 円 ｣を ｢資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額

1,211,200千円｣に、｢当年度分損益勘定留保資金686,278千円｣を｢当年度分損

益勘定留保資金650,478千円｣に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のと

おり補正する。 
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収          入 

(科   目) (既決予定額 ) (補正予定額 ) (  計   ) 

第1款 資 本 的 収 入 298,000 千円 △30,200 千円 267,800 千円 

第2項 負 担 金 98,000 千円 △30,200 千円 67,800 千円 

支          出 

(科   目) (既決予定額 ) (補正予定額 ) (  計   ) 

第1款 資 本 的 支 出 1,545,000 千円 △66,000 千円 1,479,000 千円 

第1項 建 設 改 良 費 1,161,800 千円 △66,000 千円 1,095,800 千円 

 

令和5年3月6日提出 

大垣市長   石  田   仁 
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　考

1. 水 道 事業 収益 2,365,000 △ 37,800 2,327,200

2. 営 業 外 収 益 956,700 △ 37,800 918,900

3. 雑 収 益 160,700 △ 37,800 122,900

（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　考

1. 水 道 事業 費用 2,066,000 △ 11,400 2,054,600

1. 営 業 費 用 1,949,200 △ 36,400 1,912,800

2. 配水及び給水費 401,200 △ 36,400 364,800

2. 営 業 外 費 用 116,300 25,000 141,300

2.
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

35,000 25,000 60,000

令和４年度大垣市水道事業会計補正予算実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　　　　　　　入

目

支　　　　　　　　出

款 目項

項款
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　考

1. 資 本 的 収 入 298,000 △ 30,200 267,800

2. 負 担 金 98,000 △ 30,200 67,800

2. 工 事 負 担 金 74,000 △ 30,200 43,800

（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　考

1. 資 本 的 支 出 1,545,000 △ 66,000 1,479,000

1. 建 設 改 良 費 1,161,800 △ 66,000 1,095,800

2. 配水管布設工事費 701,000 △ 66,000 635,000

款 項

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　　　　　　　入

款

目

支　　　　　　　　出

項 目
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（単位：千円）

　1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 188,425

(2) 910,000

(3) 51,900

(4) △ 3,400

(5) 954

(6) △ 195,300

(7) △ 700

(8) 70,100

(9) 138,449

(10) 4,700

(11) 240,280

(12) 1,100

1,406,508

(13) 700

(14) △ 70,100

　業務活動によるキャッシュ・フロー 1,337,108

　2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) △ 1,002,143

(2) 67,318

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 934,825

　3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 200,000

(2) △ 383,173

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 183,173

　　資金増加額（又は減少額） 219,110

　　資金期首残高 1,909,434

　　資金期末残高 2,128,544

国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

未 払 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ）

た な 卸 資 産 の 増 減 額 （ △ は 増 加 ）

　小　　              計

利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額

利 息 の 支 払 額

有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出

引 当 金 （ 負 債 性 引 当 金 ） の 増 減 額 （ △ は 減 少 ）

長 期 前 受 金 戻 入 額

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金

支 払 利 息

未 収 金 の 増 減 額 （ △ は 増 加 ）

前 払 金 の 増 減 額 （ △ は 増 加 ）

令和４年度大垣市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

当 年 度 純 利 益

減 価 償 却 費

固 定 資 産 除 却 費

貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ）
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（単位：千円）

1.

（1）

イ 389,422

ロ 936,678

△ 281,032 655,646

ハ 32,131,462

△ 15,518,346 16,613,116

ニ 4,398,413

△ 2,343,784 2,054,629

ホ 20,803

△ 15,461 5,342

ヘ 16,365

△ 12,462 3,903

ト 343,637

20,065,695

20,065,695

2.

（1） 2,128,544

（2） 330,473

△ 25,362 305,111

（3） 3,688

2,437,343

22,503,038

3.

（1）

イ 4,238,369

4,238,369

（2）

イ 82,373

82,373

4,320,742

4.

（1）

イ 336,205

336,205

（2） 454,179

（3）

イ 18,780

18,780

引 当 金

賞 与 引 当 金

引 当 金 合 計

流 動 負 債

企 業 債

建設改良費等の財源に

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

未 払 金

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

企 業 債

建設改良費等の財源に

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

貸 倒 引 当 金

貯 蔵 品

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

有 形 固 定 資 産 合 計

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

令和４年度大垣市水道事業予定貸借対照表
（令和 ５ 年 ３ 月 31 日）

資　　産　　の　　部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地
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（4）

イ 1,373

1,373

810,537

5.

（1）

イ 580,305

△ 148,238 432,067

ロ 31,922

△ 13,085 18,837

ハ 6,471

△ 6,136 335

ニ 532,022

△ 323,125 208,897

ホ 7,256,704

△ 4,164,665 3,092,039

3,752,175

3,752,175

8,883,454

6. 11,894,118

7.

（1）

イ 22,614

22,614

（2）

イ 54,887

ロ 5,100

ハ 400,000

ニ

1,054,440

188,425

1,702,852

1,725,466

13,619,584

22,503,038

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

利 益 積 立 金

建 設 改 良 積 立 金

当年度未処分利益剰余金

繰越利益剰余金年度末残高

当 年 度 純 利 益

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金

資 本 剰 余 金

受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

減 債 積 立 金

収 益 化 累 計 額

長 期 前 受 金 合 計

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　　本　　の　　部

資 本 金

収 益 化 累 計 額

他 会 計 補 助 金

収 益 化 累 計 額

他 会 計 負 担 金

収 益 化 累 計 額

工 事 負 担 金

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

受 贈 財 産 評 価 額

収 益 化 累 計 額

国 県 補 助 金

そ の 他 流 動 負 債

預 り 金

その他流動負債合計
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（款） 1. 水 道 事 業 収 益

　　（項） 2. 営 業 外 収 益 （単位：千円）

金　　額

3. 雑 収 益 160,700 △ 37,800 122,900 そ の 他 雑 収 益 △ 37,800 累計 43,700

956,700 △ 37,800 918,900

（款） 1. 水 道 事 業 費 用

　　（項） 1. 営  業  費  用 （単位：千円）

金　　額

2. 配水及び給水費 401,200 △ 36,400 364,800 修 繕 費 △ 36,400 累計 204,700

1,949,200 △ 36,400 1,912,800

（款） 1. 水 道 事 業 費 用

　　（項） 2. 営 業 外 費 用 （単位：千円）

金　　額

2.
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

35,000 25,000 60,000
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

25,000

116,300 25,000 141,300

計

目 補正前の額 補　正　額
区　　　　分

計
節

計

計

目 補正前の額

補　正　額

説　　　　　　明

補　正　額
節

区　　　　分
計

目 計補正前の額
節

区　　　　分

令和４年度大垣市水道事業会計補正予算実施計画明細書

収　　益　　的　　収　　入

収　　益　　的　　支　　出

説　　　　　　明

説　　　　　　明
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（款） 1. 資 本 的 収 入

　　（項） 2. 負     担     金 （単位：千円）

金　　額

2. 工 事 負 担 金 74,000 △ 30,200 43,800 工 事 負 担 金 △ 30,200

98,000 △ 30,200 67,800

（款） 1. 資 本 的 支 出

　　（項） 1. 建 設 改 良 費 （単位：千円）

金　　額

2.
配 水 管 布 設
工 事 費

701,000 △ 66,000 635,000 工 事 請 負 費 △ 66,000

1,161,800 △ 66,000 1,095,800

区　　　　分

節

補正前の額

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額

計

目
節

計

説　　　　　　明

資　　本　　的　　収　　入

資　　本　　的　　支　　出

説　　　　　　明
区　　　　分
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議第23号 

 

令和4年度大垣市公共下水道事業会計補正予算 (第4号) 

 

(総 則) 

第 1条  令和 4年度公共下水道事業会計の補正予算 (第 4号 )は、次に定めるとこ

ろによる。 

(業務の予定量 ) 

第 2条  令和 4年度大垣市公共下水道事業会計予算 (以下｢予算｣という。 )第 2条

に定めた業務の予定量のうち、(4)主要な建設改良事業｢イ  青木町、寺内町

ほか汚水施設建設改良事業 549,400千円｣を｢イ  青木町、寺内町ほか汚水施

設建設改良事業 454,300千円｣に、｢ハ  終末処理施設建設改良事業 25,700千

円｣を｢ハ 終末処理施設建設改良事業 56,700千円｣に改める。 

(収益的収入及び支出 ) 

第 3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

支          出 

(科   目) (既決予定額 ) (補正予定額 ) (  計   ) 

第1款 下水道事業費用 4,203,000 千円 40,000 千円 4,243,000 千円 

第2項 営 業 外 費 用 566,300 千円 40,000 千円 606,300 千円 

(資本的収入及び支出 ) 

第 4条  予算第 4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

収          入 

(科   目) (既決予定額 ) (補正予定額 ) (  計   ) 

第1款 資 本 的 収 入 1,649,000 千円 △ 170,000 千円 1,479,000 千円 

第1項 企 業 債 857,400 千円 △ 174,300 千円 683,100 千円 

第2項 補 助 金 248,150 千円 4,300 千円 252,450 千円 

支          出 

(科   目) (既決予定額 ) (補正予定額 ) (  計   ) 

第1款 資 本 的 支 出 3,414,000 千円 △ 170,000 千円 3,244,000 千円 

第1項 建 設 改 良 費 1,093,000 千円 △ 170,000 千円 923,000 千円 
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(企 業 債) 

第 5条  予算第 6条に定めた企業債の限度額｢下水道建設事業  707,400千円｣を

｢下水道建設事業 533,100千円｣に改める。 

 

令和5年3月6日提出 

大垣市長   石  田   仁 
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　考

1. 下水道事業費用 4,203,000 40,000 4,243,000

2. 営 業 外 費 用 566,300 40,000 606,300

3.
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

102,200 40,000 142,200

令和４年度大垣市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

目

支　　　　　　　　出

項款
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　考

1. 資 本 的 収 入 1,649,000 △ 170,000 1,479,000

1. 企 業 債 857,400 △ 174,300 683,100

1. 下 水 道 事 業 債 857,400 △ 174,300 683,100

2. 補 助 金 248,150 4,300 252,450

1. 国 県 補 助 金 248,150 4,300 252,450

（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　考

1. 資 本 的 支 出 3,414,000 △ 170,000 3,244,000

1. 建 設 改 良 費 1,093,000 △ 170,000 923,000

1. 事 務 費 253,000 △ 105,900 147,100

2. 汚水施設整備費 549,400 △ 95,100 454,300

4.
終 末 処 理 施 設
整 備 費

25,700 31,000 56,700

支　　　　　　　　出

款 項 目

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　　　　　　　入

款 項 目

41



（単位：千円）

　1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 20,185

(2) 2,483,600

(3) 30,000

(4) △ 2,662

(5) 12,563

(6) △ 845,600

(7) △ 100

(8) 408,800

(9) 16,994

(10) 382,266

(11) △ 131

(12) △ 160,296

2,345,619

(13) 100

(14) △ 408,800

　業務活動によるキャッシュ・フロー 1,936,919

　2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) △ 852,684

(2) 310,368

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 542,316

　3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 683,100

(2) △ 2,320,989

(3) 484,350

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,153,539

　　資金増加額（又は減少額） 241,064

　　資金期首残高 587,772

　　資金期末残高 828,836

令和４年度大垣市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

引 当 金 （ 負 債 性 引 当 金 ） の 増 減 額 （ △ は 減 少 ）

長 期 前 受 金 戻 入 額

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金

支 払 利 息

未 収 金 の 増 減 額 （ △ は 増 加 ）

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

　小　　              計

利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額

利 息 の 支 払 額

有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出

未 払 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ）

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ）

他 会 計 か ら の 出 資 に よ る 収 入

た な 卸 資 産 の 増 減 額 （ △ は 増 加 ）

当 年 度 純 利 益

減 価 償 却 費

固 定 資 産 除 却 費

預 り 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ）
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（単位：千円）

1.

（1）

イ 3,547,425

ロ 2,034,322

△ 322,735 1,711,587

ハ 62,247,713

△ 6,146,033 56,101,680

ニ 5,061,317

△ 1,069,253 3,992,064

ホ 4,557

△ 3,480 1,077

ヘ 31,190

△ 5,575 25,615

ト 296,834

65,676,282

65,676,282

2.

（1） 828,836

（2） 313,002

△ 22,196 290,806

（3） 4,909

1,124,551

66,800,833

3.

（1）

イ 25,929,743

25,929,743

（2）

イ 70,654

70,654

26,000,397

4.

（1）

イ 2,266,100

2,266,100

（2） 741,941

（3）

イ 20,680

20,680

工具、器具及び備品

引 当 金 合 計

流 動 負 債

企 業 債

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

引 当 金

賞 与 引 当 金

建設改良費等の財源に

令和４年度大垣市公共下水道事業予定貸借対照表

固 定 資 産

（令和 ５ 年 ３ 月 31 日）

資 産 合 計

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

流 動 資 産 合 計

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

資　　産　　の　　部

建設改良費等の財源に

現 金 預 金

未 払 金

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

車 両 運 搬 具

機 械 及 び 装 置

企 業 債 合 計

引 当 金

流 動 資 産

貯 蔵 品

貸 倒 引 当 金

未 収 金

引 当 金 合 計

企 業 債

充 て る た め の 企 業 債

退 職 給 付 引 当 金

固 定 負 債 合 計

有 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

構 築 物

建 物

土 地

減 価 償 却 累 計 額
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（4）

イ 2,944

2,944

3,031,665

5.

（1）

イ 1,178,998

△ 78,723 1,100,275

ロ 20,944,489

△ 2,335,525 18,608,964

ハ 1,545,024

△ 133,410 1,411,614

ニ 391,433

△ 30,628 360,805

21,481,658

（2）

イ 194,999

建設仮勘定長期前受金合計 194,999

21,676,657

50,708,719

6. 14,346,956

7.

（1）

イ 1,724,973

1,724,973

（2）

イ

20,185

20,185

1,745,158

16,092,114

66,800,833

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

剰 余 金

資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

当年度未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

建設仮勘定長期前受金

建設仮勘定国県補助金

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　　本　　の　　部

資 本 金

国 県 補 助 金

当 年 度 純 利 益

収 益 化 累 計 額

預 り 金

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

受 贈 財 産 評 価 額

収 益 化 累 計 額

収 益 化 累 計 額

そ の 他 流 動 負 債

国 県 補 助 金

その他流動負債合計

収 益 化 累 計 額

受 益 者 負 担 金 等

長 期 前 受 金 合 計

工 事 負 担 金
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（款） 1. 下 水 道 事 業 費 用

　　（項） 2. 営 業 外 費 用 （単位：千円）

金　　額

3.
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

102,200 40,000 142,200
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

40,000

566,300 40,000 606,300計

目
節

説　　　　　　明

令和４年度大垣市公共下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収　　益　　的　　支　　出

計補正前の額 補　正　額
区　　　　分
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（款） 1. 資 本 的 収 入

　　（項） 1. 企     業     債 （単位：千円）

金　　額

1. 下 水 道 事 業 債 857,400 △ 174,300 683,100 下 水 道 事 業 債 △ 174,300

857,400 △ 174,300 683,100

（款） 1. 資 本 的 収 入

　　（項） 2. 補     助     金 （単位：千円）

金　　額

1. 国 県 補 助 金 248,150 4,300 252,450 国 県 補 助 金 4,300

248,150 4,300 252,450

（款） 1. 資 本 的 支 出

　　（項） 1. 建 設 改 良 費 （単位：千円）

金　　額

1. 事 務 費 253,000 △ 105,900 147,100 委 託 料 △ 37,900 累計 3,500

補 償 費 △ 68,000 累計 90,000

2. 汚水施設整備費 549,400 △ 95,100 454,300 工 事 請 負 費 △ 95,100

4.
終 末 処 理 施 設
整 備 費

25,700 31,000 56,700 工 事 請 負 費 31,000

1,093,000 △ 170,000 923,000計

資　　本　　的　　支　　出

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　明
区　　　　分

国 庫 補助 金 。

計

区　　　　分

建 設 事業 債 。

計

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　明
区　　　　分

資　　本　　的　　収　　入

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　明
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議第 24号 

   大垣市牧田財産区個人情報保護法施行条例の制定について 

大垣市牧田財産区個人情報保護法施行条例を次のとおり制定するものとする。  

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

大垣市牧田財産区個人情報保護法施行条例  

(趣旨) 

第 1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第 57号)の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 (審査会への諮問) 

第 2条 個人情報の保護に関する法律第 105条第 3項に規定する行政不服審査法

第81条第1項又は第2項の機関は、大垣市行政不服審査会条例 (平成28年条例

第5号)に規定する大垣市行政不服審査会とする。  

 (法施行の方法) 

第 3条 前条に定めるもののほか個人情報の保護に関する法律の施行について

は、大垣市個人情報保護法施行条例 (令和 4年条例第 22号)の例による。ただ

し、同条例第 6条の規定を除く。 

   附 則 

この条例は、令和 5年4月1日から施行する。 
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議第 25号 

   大垣市一之瀬財産区個人情報保護法施行条例の制定について 

大垣市一之瀬財産区個人情報保護法施行条例を次のとおり制定するものと  

する。  

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

大垣市一之瀬財産区個人情報保護法施行条例  

(趣旨) 

第 1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第 57号)の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 (審査会への諮問) 

第 2条 個人情報の保護に関する法律第 105条第 3項に規定する行政不服審査法

第81条第1項又は第2項の機関は、大垣市行政不服審査会条例 (平成28年条例

第5号)に規定する大垣市行政不服審査会とする。  

 (法施行の方法) 

第 3条 前条に定めるもののほか個人情報の保護に関する法律の施行について

は、大垣市個人情報保護法施行条例 (令和 4年条例第 22号)の例による。ただ

し、同条例第 6条の規定を除く。 

   附 則 

 この条例は、令和 5年4月1日から施行する。 
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議第 26号 

   大垣市時財産区個人情報保護法施行条例の制定について 

大垣市時財産区個人情報保護法施行条例を次のとおり制定するものとする。  

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

大垣市時財産区個人情報保護法施行条例  

(趣旨) 

第 1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第 57号)の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (審査会への諮問) 

第 2条 個人情報の保護に関する法律第 105条第 3項に規定する行政不服審査法

第81条第1項又は第2項の機関は、大垣市行政不服審査会条例 (平成28年条例

第5号)に規定する大垣市行政不服審査会とする。  

 (法施行の方法) 

第 3条 前条に定めるもののほか個人情報の保護に関する法律の施行について

は、大垣市個人情報保護法施行条例 (令和 4年条例第 22号)の例による。ただ

し、同条例第 6条の規定を除く。 

   附 則 

 この条例は、令和 5年4月1日から施行する。 

 

49



 

議第 27号 

   大垣市特別会計条例の一部改正について 

大垣市特別会計条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

大垣市特別会計条例の一部を改正する条例  

大垣市特別会計条例 (昭和39年条例第4号 )の一部を次のように改正する。  

 第 1条中第 1号を削り、第 2号を第 1号とし、第 3号から第 6号までを 1号ずつ繰

り上げ、第 7号を削り、第 8号を第 6号とし、第 9号から第 19号までを 2号ずつ繰

り上げる。 

 第2条中｢前条第4号及び第 10号｣を｢前条第 3号及び第8号｣に改める。 

附 則 

 (施行期日 ) 

1 この条例は、令和 5年4月1日から施行する。 

 (経過措置 ) 

2 改正前の第 1条第 1号に規定する大垣市物品調達特別会計及び同条第 7号に

規定する大垣市市行造林事業特別会計の令和 4年度の収入及び支出並びに決

算については、なお従前の例による。  
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議第 28号 

   大垣市手数料徴収条例の一部改正について 

 大垣市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと  

する。 

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

   大垣市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

大垣市手数料徴収条例 (平成 12年条例第 2号 )の一部を次のように改正する。 

 附則を附則第 1項とし、同項に見出しとして｢(施行期日 )｣を付し、附則に次

の 1項を加える。 

 (多機能端末機を利用した場合の手数料の特例 ) 

2 令和 5年 10月 1日から令和 6年 3月 31日までの間、別表に定める事務の内容の

うち、多機能端末機 (地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算

機を経由して市の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された民

間事業者等が設置する端末機で、利用者自らが個人番号カード (行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法

律第 27号 )第 2条第 7項に規定する個人番号カードをいう。 )又は住民基本台

帳カード (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成 25年法律第 28

号。以下｢番号利用法整備法｣という。 )第 19条の規定による改正前の住民基

本台帳法 (昭和 42年法律第 81号。以下｢旧住民基本台帳法｣という。 )第 30条

の 44第 3項の規定により交付された同条第 1項に規定する住民基本台帳カー

ドのうち番号利用法整備法第 20条第 1項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされた旧住民基本台帳法第 30条の 44第 9項の規定によりその効力を失う

時までの間にあるものをいう。 )を使用し、必要な操作を行うことにより証

明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。 )を利用して証明書等

を交付する事務に係る手数料の額は、同表の規定にかかわらず、当該証明書

等の交付に係る同表に定める額から 100円を減じて得た額とする。  

別表 2の部 1の項中｢、第 63条第 3項第 5号イ若しくは第 7号イ若しくは第 68条

の 69第 3項第 5号イ若しくは第 7号イ｣を｢若しくは第 63条第 3項第 5号イ若しくは

第 7号イ｣に改め、同部 2の項中｢、第 63条第 3項第 6号若しくは第 7号ロ若しくは

第 68条の 69第 3項第 6号若しくは第 7号ロ｣を｢若しくは第 63条第 3項第 6号若しく

は第 7号ロ｣に改め、同表 7の部 9の項中｢建築物等仮使用承認申請手数料｣を｢建

築物等仮使用認定申請手数料｣に改め、同部中 67の項を 69の項とし、 30の項か
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ら 66の項までを 2項ずつ繰り下げ、 29の項を 30の項とし、同項の次に次のよう

に加える。 

31 法第 58条第 2項に規定する高

度地区内における建築物の高

さに係る制限の特例の許可の

申請に対する審査 

高度地区内建

築物高さ制限

特例許可申請

手数料 

1件につき 16万円 

別表 7の部中 28の項を 29の項とし、 25の項から 27の項までを 1項ずつ繰り下

げ、同部 24の項中｢第 55条第 3項各号｣を｢第 55条第 3項又は第 4項各号｣に改め、

同項を同部 25の項とし、同部中 23の項を 24の項とし、 20の項から 22の項まで

を 1項ずつ繰り下げ、 19の項の次に次のように加える。  

20 法第 52条第 6項第 3号に規定

する建築物の容積率に係る制

限の特例の認定の申請に対す

る審査 

建築物容積率

制限特例認定

申請手数料 

1件につき 2万7,000円 

別表 10の部 2の項ア中｢住宅｣の次に｢(建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令 (平成 28年経済産業省・国土交通省令第 1号。以下この部及び 11の部

において｢省令｣という。 )第 10条第 2号イ (2)及びロ (2)に掲げる基準を満たし

ていることを確認する場合 )｣を加え、｢3万 6,000円｣を｢1万 8,000円｣に改め、

同項オ中｢エ｣を｢カ｣に改め、同項中オをキとし、エをカとし、ウをオとし、

同項イ中｢住戸部分｣の次に｢(ウに掲げる住宅の住戸部分を除く。 )｣を加え、

同項中イをエとし、アの次に次のように加える。 

イ  1戸建ての住宅(アに掲げる住宅を除く。 ) 3万6,000円 

ウ  1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 (省令第 10条第 2号イ (2)及びロ (2)に

掲げる基準を満たしていることを確認する場合 ) 申請戸数が 1のときは 1万

8,000円、申請戸数が 1を超え 5以下のときは 3万 4,000円、申請戸数が 5を超

え 10以下のときは 4万 9,000円、申請戸数が 10を超え 25以下のときは 7万

1,000円、申請戸数が 25を超え 50以下のときは 10万 6,000円、申請戸数が 50

を超え 100以下のときは 16万円、申請戸数が 100を超え 200以下のときは 22万

8,000円、申請戸数が 200を超え 300以下のときは 29万 5,000円、申請戸数が

300を超えるときは33万6,000円 

別表 10の部 4の項ア中｢住宅｣の次に｢(省令第 10条第 2号イ (2)及びロ (2)に掲

げる基準を満たしていることを確認する場合 )｣を加え、｢1万 9,000円｣を｢1万

円｣に改め、同項オ中｢エ｣を｢カ｣に改め、同項中オをキとし、エをカとし、ウ

をオとし、同項イ中 ｢住戸部分 ｣の次に ｢ (ウに掲げる住宅の住戸部分を除

く。 )｣を加え、同項中イをエとし、アの次に次のように加える。 
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イ  1戸建ての住宅(アに掲げる住宅を除く。 ) 1万9,000円 

ウ  1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 (省令第 10条第 2号イ (2)及びロ (2)に

掲げる基準を満たしていることを確認する場合 ) 申請戸数が 1のときは 1万

円、申請戸数が 1を超え 5以下のときは 1万 8,000円、申請戸数が 5を超え 10以

下のときは 2万 7,000円、申請戸数が 10を超え 25以下のときは 3万 8,000円、

申請戸数が 25を超え 50以下のときは 5万 8,000円、申請戸数が 50を超え 100以

下のときは 8万 9,000円、申請戸数が 100を超え 200以下のときは 12万 7,000

円、申請戸数が 200を超え 300以下のときは 16万 4,000円、申請戸数が 300を

超えるときは 18万5,000円 

別表 11の部 1の項ア中｢建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 (平成

28年経済産業省・国土交通省令第 1号。以下この部において｢省令｣という。 )｣

を｢省令｣に改め、同部 5の項ア中｢住宅｣の次に｢(省令第 10条第 2号イ (2)及びロ

(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合 )｣を加え、｢3万 6,000円｣

を｢1万 8,000円｣に改め、同項オ中｢エ｣を｢カ｣に改め、同項中オをキとし、エ

をカとし、ウをオとし、同項イ中｢住戸部分｣の次に｢(ウに掲げる住宅の住戸

部分を除く。 )｣を加え、同項中イをエとし、アの次に次のように加える。  

イ  1戸建ての住宅(アに掲げる住宅を除く。 ) 3万6,000円 

ウ  1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 (省令第 10条第 2号イ (2)及びロ (2)に

掲げる基準を満たしていることを確認する場合 ) 申請戸数が 1のときは 1万

8,000円、申請戸数が 1を超え 5以下のときは 3万 4,000円、申請戸数が 5を超

え 10以下のときは 4万 9,000円、申請戸数が 10を超え 25以下のときは 7万

1,000円、申請戸数が 25を超え 50以下のときは 10万 6,000円、申請戸数が 50

を超え 100以下のときは 16万円、申請戸数が 100を超え 200以下のときは 22万

8,000円、申請戸数が 200を超え 300以下のときは 29万 5,000円、申請戸数が

300を超えるときは33万6,000円 

別表 11の部 7の項ア中｢住宅｣の次に｢(省令第 10条第 2号イ (2)及びロ (2)に掲

げる基準を満たしていることを確認する場合 )｣を加え、｢1万 9,000円｣を｢1万

円｣に改め、同項オ中｢エ｣を｢カ｣に改め、同項中オをキとし、エをカとし、ウ

をオとし、同項イ中 ｢住戸部分 ｣の次に ｢ (ウに掲げる住宅の住戸部分を除

く。 )｣を加え、同項中イをエとし、アの次に次のように加える。  

イ  1戸建ての住宅(アに掲げる住宅を除く。 ) 1万9,000円 

ウ  1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 (省令第 10条第 2号イ (2)及びロ (2)に

掲げる基準を満たしていることを確認する場合 ) 申請戸数が 1のときは 1万

円、申請戸数が 1を超え 5以下のときは 1万 8,000円、申請戸数が 5を超え 10以

下のときは 2万 7,000円、申請戸数が 10を超え 25以下のときは 3万 8,000円、
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申請戸数が 25を超え 50以下のときは 5万 8,000円、申請戸数が 50を超え 100以

下のときは 8万 9,000円、申請戸数が 100を超え 200以下のときは 12万 7,000 

円、申請戸数が 200を超え 300以下のときは 16万 4,000円、申請戸数が 300を

超えるときは 18万5,000円 

別表 11の部 8の項中｢第 2条第 3号｣を｢第 2条第 1項第 3号｣に改め、同部 9の項ア

中｢第 1条第 1項第 2号イ (2)(i)｣を ｢第 1条第 1項第 2号イ (2)｣に改め、同項ウ中

｢第 1条第 1項第 2号イ (2)(ii)｣を｢第 1条第 1項第 2号イ (2)｣に改め、同表 13の部

中｢昭和 42年法律第 81号。｣を削り、同表備考第 6号ア中｢アに｣を｢ア (2の項及

び 4の項に掲げる場合にあっては、ア又はイ )に｣に、｢エ又はオ｣を｢カ又はキ｣

に改め、同号イ中｢イに｣を｢イ (2の項及び 4の項に掲げる場合にあっては、ウ

又はエ )に｣に改め、｢ウ｣の次に｢(2の項及び 4の項に掲げる場合にあっては、

オ )｣を加え、同号ウ中｢イ｣の次に｢(2の項及び 4の項に掲げる場合にあっては、

ウ又はエ )｣を加え、｢ウに｣を｢ウ (2の項及び 4の項に掲げる場合にあっては、

オ )に｣に、｢エ又はオ｣を｢カ又はキ｣に改め、同表備考第 8号イ中｢(9の項｣を

｢(5の項、 7の項及び 9の項｣に、｢5の項及び 7の項に掲げる場合にあってはエ又

はオ、｣を｢5の項、 7の項及び｣に改め、同号ウ中｢(9の項｣を｢(5の項、 7の項及

び 9の項｣に改め、同号エ中｢(9の項｣を｢(5の項、 7の項及び 9の項｣に、｢5の項

及び 7の項に掲げる場合にあってはエ又はオ、 ｣を ｢5の項、 7の項及び｣に改

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表 7の部の改正規定は令和

5年 4月 1日から、附則及び別表 13の部の改正規定は令和 5年 10月 1日から施行

する。 
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議第 29号 

   大垣市学校給食センター設置条例の一部改正について 

 大垣市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

大垣市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例  

大垣市学校給食センター設置条例 (昭和 41年条例第 6号 )の一部を次のように

改正する。 

 第2条の表大垣市上石津学校給食センターの項を削る。  

附 則 

この条例は、令和 6年4月1日から施行する。
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議第 30号 

   大垣市立幼稚園条例の一部改正について 

大垣市立幼稚園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

   大垣市立幼稚園条例の一部を改正する条例  

 大垣市立幼稚園条例 (昭和27年条例第 4号 )の一部を次のように改正する。  

 第 2条中｢大垣市立興文幼稚園  大垣市西外側町 1丁目 34番地｣及び｢大垣市立

中川幼稚園 大垣市中川町 2丁目460番地｣を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和 5年4月1日から施行する。 
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議第 31号 

   大垣市立ひまわり学園設置条例等の一部改正について 

 大垣市立ひまわり学園設置条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

大垣市立ひまわり学園設置条例等の一部を改正する条例  

 (大垣市立ひまわり学園設置条例の一部改正 ) 

第 1条  大垣市立ひまわり学園設置条例 (平成 15年条例第 5号 )の一部を次のよ

うに改正する。 

  第9条第1項第1号中｢厚生労働大臣｣を｢内閣総理大臣｣に改める。 

 (大垣市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正) 

第 2条  大垣市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例(平成26年条例第 26号)の一部を次のように改正する。  

 第2条中｢厚生労働省令｣を｢内閣府令｣に改める。 

 (大垣市立かわなみ作業所設置条例の一部改正 ) 

第 3条  大垣市立かわなみ作業所設置条例 (昭和 58年条例第 1号 )の一部を次の

ように改正する。 

 第9条第1項第1号中｢厚生労働大臣｣を｢主務大臣｣に改める。 

(大垣市柿の木荘設置条例の一部改正 ) 

第 4条  大垣市柿の木荘設置条例 (平成 2年条例第 2号 )の一部を次のように改正

する。 

 第9条第1項第1号中｢厚生労働大臣｣を｢主務大臣｣に改める。 

 (大垣市デイサービスセンター設置条例の一部改正 ) 

第 5条  大垣市デイサービスセンター設置条例 (平成 3年条例第 1号 )の一部を次

のように改正する。  

 第9条第1項第4号中｢厚生労働大臣｣を｢主務大臣｣に改める。  

附 則 

 この条例は、令和 5年4月1日から施行する。 
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議第 32号 

   大垣市国民健康保険条例の一部改正について 

 大垣市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

大垣市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

大垣市国民健康保険条例 (昭和 35年条例第 14号 )の一部を次のように改正

する。 

 第7条第1項中｢40万 8,000円｣を｢48万8,000円｣に改める。  

 第17条の6の12中｢20万円｣を｢22万円｣に改める。 

 第 21条第 1項第 2号中｢28万 5,000円｣を｢29万円｣に改め、同項第 3号中｢52万

円｣を｢53万5,000円｣に改め、同条第3項中｢20万円｣を｢22万円｣に改める。 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和 5年 4月 1日 (以下｢施行日｣という。 )から施行する。  

 (経過措置 ) 

2 改正後の大垣市国民健康保険条例の規定は、施行日以後に出産した被保

険者に係る出産育児一時金及び令和 5年度以後の年度分の保険料について

適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金及び令和 4年

度分までの保険料については、なお従前の例による。  
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議第 33号 

   大垣市営住宅条例の一部改正について 

 大垣市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。  

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

   大垣市営住宅条例の一部を改正する条例  

 大垣市営住宅条例 (平成9年条例第 22号 )の一部を次のように改正する。  

 別表遊塚団地の項を削る。  

   附 則 

 この条例は、令和 5年4月1日から施行する。 
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報第 1号 

   専決処分の報告並びにその承認について  

 地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 179条第 1項の規定に基づき、次のとお

り専決処分したので、同条第 3項の規定に基づき報告し、その承認を求めるも

のとする。 

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 
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専第1号 

 

 地方自治法 (昭和22年法律第67号 )第179条第1項の規定に基づき、次のとおり

専決処分する。 

 

 

令和4年度大垣市一般会計補正予算 (第7号) 

 

 令和 4年度大垣市の一般会計補正予算 (第 7号 )は、次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算の補正 ) 

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ184,800千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 64,470,800千円とする。  

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第1表  歳入歳出予算補正｣による。 

 

令和5年1月20日専決 

大垣市長   石  田   仁 
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　　　歳　　　入
(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 計

15. 国 庫 支 出 金 9,927,549 124,200 10,051,749

2. 国 庫 補 助 金 3,345,601 124,200 3,469,801

16. 県 支 出 金 4,343,654 30,300 4,373,954

2. 県 補 助 金 1,372,147 30,300 1,402,447

20. 繰 越 金 2,655,000 30,300 2,685,300

1. 繰 越 金 2,655,000 30,300 2,685,300

64,286,000 184,800 64,470,800

　　　歳　　　出
(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 計

4. 衛 生 費 6,021,950 184,800 6,206,750

1. 保 健 衛 生 費 3,353,720 184,800 3,538,520

64,286,000 184,800 64,470,800歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

　第１表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

款 項
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１　歳　入
(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 3. 衛生費国庫 822,092 124,200 946,292  1. 保健衛生費 124,200 累 計 946,042

補助金．． 出産・子育て応援給付金支給事業費     

　　  181,800×2／3　 　121,200

        3,000×10／10     3,000

計 3,345,601 124,200 3,469,801

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 3. 衛生費県補 135,785 30,300 166,085  1. 保健衛生費 30,300

助金．．． 出産・子育て応援給付金支給事業費     

      181,800×1／6

計 1,372,147 30,300 1,402,447

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　明

 1. 繰 越 金 2,655,000 30,300 2,685,300  1. 繰 越 金 30,300

計 2,655,000 30,300 2,685,300

令和４年度 大垣市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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２　歳　出
(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費 (単位：千円)

補正前の額 補 正 額 説　　　明

 6. 母子保健費 196,220 184,800  7. 報 償 費 350 累 計 3,714

報償金           

10. 需 用 費 440 累 計 2,957

消耗品費 140

印刷製本費 300

11. 役 務 費 1,010 累 計 3,148

通信運搬費 720

手数料 290

12. 委 託 料 3,000 累 計 161,254

出産・子育て応援 

給付金システム開 

発委託料         

18. 負担金補 180,000 累 計 199,534

助及び交 出産・子育て応援 

付金．． 給付金           

3,353,720 184,800

154,500

地方債

-

その他

-

30,300

-

その他

-

30,300

3,538,520計 国県支出金

381,020 国県支出金

154,500

地方債

補正額の財源内訳 節

目 計
特定財源 一般財源 区   分 金   額
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報第 2号 

   専決処分の報告について  

 地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 180条第 1項の規定に基づき、次のとお

り専決処分したので、同条第 2項の規定に基づき報告するものとする。  

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

専第 10号 

   損害賠償の額の決定について  

 地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 180条第 1項の規定に基づき、損害賠償

の額の決定について、次のとおり専決処分する。 

  令和4年12月9日 専決 

大垣市長   石  田   仁 

 

1 損 害 賠 償 の 額  2万6,378円 

2 損害賠償の相手方  ●●●●●●●●●● 

 ●● ●● 

3 事 故 の 概 要  令和 4年 11月 6日午前 8時 40分頃、大垣市八島町 2365

番地 1において、市職員が運転する公用車が相手方

所有のフェンスに接触し、損害を与えた。  
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報第 3号 

   専決処分の報告について  

 地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 180条第 1項の規定に基づき、次のとお

り専決処分したので、同条第 2項の規定に基づき報告するものとする。  

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

専第 11号 

   損害賠償の額の決定について  

 地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 180条第 1項の規定に基づき、損害賠償

の額の決定について、次のとおり専決処分する。 

  令和4年12月22日  専決 

大垣市長   石  田   仁 

 

1 損 害 賠 償 の 額  86万9,120円  

2 損害賠償の相手方  ●●●●●●●●●● 

             ●● ●● 

3 事 故 の 概 要  令和 4年 9月 20日午後 4時頃、大垣市西崎町 4丁目 30番

地先において、市が設置した街路樹の倒木により、

同地先を通過した相手方自動車に損害を与えた。 
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報第 4号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 180条第 1項の規定に基づき、次のとお

り専決処分したので、同条第 2項の規定に基づき報告するものとする。  

  令和5年3月6日 提出 

大垣市長   石  田   仁 

 

専第 2号 

   損害賠償の額の決定について  

 地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 180条第 1項の規定に基づき、損害賠償

の額の決定について、次のとおり専決処分する。 

  令和5年2月10日 専決 

大垣市長   石  田   仁 

 

1 損 害 賠 償 の 額  3万6,047円 

2 損害賠償の相手方  ●●●●●●●●●● 

             ●● ●● 

3 事 故 の 概 要  令和 4年 12月 15日午後 0時頃、大垣市平町 124番地 8に

おいて、市職員が運転する公用車が相手方所有のブ

ロック塀に接触し、損害を与えた。  
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